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第68回 通常総会の議事概要

蠢 日　時：平成23年6月28日（火） 13：30～16：30

蠡 場　所：明治記念館　2階「蓬莱の間」

蠱 出席者：

1 正会員 全国55都道府県市獣医師会

2 日本獣医師会

【会　　長】山根義久

【副 会 長】藏内勇夫，中川秀樹

【専務理事】大森伸男

【地区理事】波岸裕光（北海道），砂原和文（東　北），

闍橋三男（関　東），村中志朗（東　京），

谷　達雄（近　畿），湊　　惠（四　国），

麻生　哲（九　州）

【職域理事】酒井健夫（学術・教育・研究），

細井戸大成（開業（小動物）），

横尾　彰（家畜共済），

榛葉雅和（畜産・家畜衛生），

森田邦雄（公衆衛生），

近藤信雄（動物福祉・愛護）

【監　　事】玉井公宏，岩上一紘

【顧　　問】五十嵐幸男，北村直人

3 来　　賓

【衆議院議員等】

城島光力（衆議院議員・民主党獣医師問題議員連盟会長）

玉木雄一郎

森　英介

北村誠吾

高木美智代

【農林水産省】

奥原正明（消費・安全局長）

（衆議院議員・公明党動物愛護管理推進プロジ

ェクトチーム座長）

（衆議院議員・自由民主党獣医師問題議員連盟事

務局長）

（衆議院議員・自由民主党獣医師問題議員連盟幹

事長）

（衆議院議員・民主党獣医師問題議員連盟事務

局長）

池田一樹（畜水産安全管理課課長）

荻窪恭明（畜水産安全管理課課長補佐）

青木　勉（経営局保険監理官）

三上稚夫（保険監理官補佐）

【環境省】

西山理行（総務課動物愛護管理室長）

小西　豊（総務課動物愛護管理室長補佐）

【厚生労働省】

梅田　勝（医薬食品局食品安全部長）

道野英司（監視安全課輸入食品安全対策室長）

中嶋建介（健康局結核感染症課感染症情報管理室長）

【文部科学省】

磯田文雄（高等教育局長）

内藤敏也（専門教育課長）

柿澤雄二（専門教育課課長補佐）

【関係団体等】

菱沼　毅（社団法人中央畜産会副会長）

西原眞杉（社団法人日本獣医学会理事長）

石田卓夫（公益社団法人日本動物病院福祉協会会長）

高橋勇四郎（社団法人全国動物薬品器材協会理事長）

伊藤　治（社団法人日本動物用医薬品協会専務理事）

横山政廣（社団法人畜産技術協会専務理事）

第 68 回 通 常 総 会 の 開 催

会議報告

第68回通常総会が，平成23年6月28日，明治記念館　2階「蓬莱の間」において開催された．

本総会では，議案として，①「第1号議案　平成22年度事業報告及び決算の件」②「第2号議案　平成23年

度事業計画及び収支予算の件」，③「第3号議案　平成23年度会費及び賛助会費の件」，④「第4号議案　獣医師

道委員改選の件」，⑤「第5号議案　役員選任管理委員改選の件」，⑥「第6号議案　役員改選の件」，⑦「第7号

議案　移行認定の申請に当たり定款を「定款の変更の案」のとおり変更する件」，⑧「第8号議案　移行認定の申

請に当たり移行後の役員就任予定者を選任等する件」，⑨「第9号議案　移行認定の申請に当たり関係規程を制

定等する件」について審議が行われ，異議なく承認された（第68回通常総会の議事概要は下記のとおり）．

総　会　風　景

日獣会誌　64 575～593（2011）
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織田信美（社団法人日本装蹄師会常務理事）

赤松勇二（社団法人日本家畜人工授精師協会常務理事）

蠶 議　　事

第1号議案　平成22年度事業報告及び決算の件

第2号議案　平成23年度事業計画及び収支予算の件

第3号議案　平成23年度会費及び賛助会費の件

第4号議案　獣医師道委員改選の件

第5号議案　役員選任管理委員改選の件

第6号議案　役員改選の件

第7号議案　移行認定の申請に当たり定款を「定款の

変更の案」のとおり変更する件

第8号議案　移行認定の申請に当たり移行後の役員就

任予定者を選任等する件

第9号議案　移行認定の申請に当たり関係規程を制定

等する件

蠹 概　　要

【開　　会】

大森専務理事から，開会時において定款の規定に基づ

く定足数を満たしており，本総会が成立する旨が告げら

れた後，東日本大震災に際し，被災された方々へのお見

舞いとともに，多くの動物たちの命も絶たれたことを受

け，哀悼の思いも込めて，来賓を除く出席者全員で日本

獣医師会獣医師倫理綱領「獣医師の誓い―95年宣言」

が斉唱された．

【会長挨拶】

山根会長から大要次のとおり開会挨拶が行われた．

〈社団法人日本獣医師会　山根義久会長〉

皆様，こんにちは．第68回の

日本獣医師会の通常総会に当た

り，一言，ご挨拶を申し上げます．

まず，今，専務理事から説明が

あったように，このたびの3月11

日に起こった東日本の大地震にお

いて，多数の犠牲が出ました．人

はもちろんのこと，動物も同様で

す．開催に当たり犠牲になられた方々の追悼と，さらに

被災に遭われた多くの人と動物たちに対しても，お見舞

い申し上げる次第です．

本総会を開催するに当たり，そのような大変な状況下

において，非常に多忙を極めておられる多数の来賓の

方々に，ご臨席いただいております．

まず，民主党からは獣医師問題議員連盟の会長であ

る，衆議院議員の城島光力先生にご臨席いただいており

ます．さらに自由民主党からは，同党の獣医師問題議員

連盟の幹事長である，衆議院議員の森　英介先生にもご

臨席いただいております．そして，公明党からは動物愛

護管理推進のプロジェクトチームの座長である，衆議院

議員の高木美智代先生にもご臨席いただいております．

農林水産省からは消費・安全局長の奥原正明様，厚生

労働省からは医薬食品局食品安全部長の梅田　勝様，文

部科学省からは高等教育局長の磯田文雄様，社団法人中

央畜産会の副会長の菱沼　毅様，さらに各省庁，各関係

機関から多数のご来賓にご臨席いただき第68回の通常

総会が開催できることは，大きな喜びであると同時に大

変光栄です．

皆様，既にご存じのように昨年は，未曾有の獣医界を

揺るがす大変な事件が多数発生しました．忘れもしない

4月20日，宮崎県で口蹄疫が発生しました．そして，28

万6,843頭という家畜が犠牲になりました．昨年発生し

た韓国の口蹄疫に比べるとその数は10何分の1で，ま

だ救われる面もありますが，ようやく収束したと思った

ところで，秋口からH5N1の高病原性鳥インフルエンザ

が9件，20数カ所にわたり発生しました．この時も200

万羽近い鶏が犠牲になりました．そして，2月に入り，

パリにある国際獣疫事務局，OIEからようやく口蹄疫の

清浄国と認められた矢先の3月11日，東北を中心に大

きな地震が起こりました．

たまたま私も十和田市におり，震度6強の地震に遭遇

し，やっとの思いで帰ってきましたが，その際2日間，

避難所生活を強いられました．寒くて真っ暗闇の中，電

話も通じない，水道も使えない，風呂にも入れないとい

う，ライフラインが途絶えるということにより，いかに

厳しい生活を強いられるか体験したわけです．まだ

7,000～8,000人に及ぶ多くの方々が避難所生活をなさ

っておられ，そのご苦労たるや，実際に体験した一人と

して，胸に迫るものがあります．私も被災現場に既に2

度足を運び，つぶさに現状を見せていただきました．や

はり東京で聞くニュースと現場で直接目にしたものが，

いかに大きな隔たりがあるか実感した次第です．

5月4日には，ここにご臨席いただいております城島

光力先生も現場に入って，つぶさに視察いただきまし

た．そして，5月12日には20キロ圏内の家畜の対応に

ついて政府の方針が出されました．現在，官民ともに一

生懸命，様々な取り組みを行っていますが，被害が予想

を超えるほど広域に及んでいます．我々，日本獣医師会

としても，果たしてこの対応が良かったのか，私は日々，

悩み，苦しんでおります．

このような事態が起こった際，人は当然ですが，家

畜，さらに伴侶動物に対する対応も，実効あるマニュア

ルを策定しておく必要があると思います．念仏だけ作っ

ても役に立たなければ意味がないで，実効あるマニュア

ルづくりを目指して，今後検討しなければならないと考

えています．

この東日本の大地震により，地震，津波，火災，さら

に原発の事故という四重苦を抱えている地域もあり，い

つまでこのような状況が続くか，不明ですが，復興に向
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けてしっかりと獣医師会としても対応する必要があると

思っている次第です．

その間，本当に獣医師の皆様，さらに地方獣医師会，

そして，関係者等々の努力により，多くの課題は乗り越

えることができました．今後も，皆様の理解と支援，指

導により，乗り切っていきたいと思っております．今日

の総会で新しい新役員が選出されるわけですが，どうか

一丸となって乗り越えていただきたいと思います．

悪いニュースばかり話をして，誠に申し訳ありません

が，このような状況下でも明るいニュースも幾つかあり

ます．本日は文部科学省からも局長に臨席いただいてお

りますが，3年前の暮れに設置された，「獣医学教育の改

善・充実に関する調査研究協力者会議」の検討がようや

く取りまとめられ，これから中央教育審議会に答申され

る予定です．これと並行して，この調査研究協力者会議

の影響によるものと信じていますが，既に国立大学が大

きく動き出しました．まず北海道大学と帯広畜産大学が

連携することとなり，24年からスタートします．さらに

東京農工大学と岩手大学，そして西日本では山口大学と

鹿児島大学が共同学部構想まで打ち上げる等，改革が進

んでいるところです．欧米からは大きく遅れをとってい

る現状があり，何とか獣医学教育を改善する必要があり

ます．どのような形で落ち着くのか，これからしっかり

と見据えていく必要はありますが，いい方向に向かって

いることは間違いないとは思います．これも何十年にわ

たる皆様の協力，支援，また，指導によって，ここまで

来られたものと嬉しく思っている次第です．

また，動物の愛護及び管理に関する法律の見直しが始

まっています．いろいろな課題が山積していますが，恐

らく，これも皆様の知恵でより良いものになるのではな

いかと，私は強く確信を持っている次第です．そして，

動物医療の提供において動物看護職の制度化，これなく

してはチーム動物医療の体制の確立はできないと思って

います．ようやく日本動物看護職協会も一般社団として

設立されて2年経過いたしました．確実で，ゆっくりと

した足取りで，歩みを続けておりますが，日本獣医師会

としても万難を排して協力，支援を申し上げたいと思っ

ています．この件については，農林水産省にも十分理解

をいただいていると固く信じております．なるべく早期

に制度化して，国家資格制度としたいと思っています．

どうかよろしくご指導のほどをお願いしたいと思いま

す．

まだ様々な課題はありますが，時間の都合上，一つ一

つ詳細に述べることはできませんが，「事に破るるは得

意のときに兆す」との言葉があります．確かに世界中，

日本国と言わず，人間は得意のときが長過ぎたのではな

いかと思っています．しかし，逆に言えば，「事をなす

は失意のときに始まる」ともいいます．今を失意ととら

えるならば，これから明るい光が見えてくるのではない

かと思っている次第です．これをすべて社会にとって，

国にとって良い方向に導くためには，出席の皆様のご理

解とご協力をいただかなければできないと私は思ってい

ます．どうか，今後とも新体制で再出発するとは思いま

すが，よろしく指導いただきたいと思っています．

簡単ではございますが，挨拶に代えさせていただきま

す．

【来賓御挨拶（大要）】

来賓から大要次のとおりの挨拶が行われた．

〈農林水産大臣　鹿野道彦衆議院議員　代読　農林水

産省消費・安全局　奥原正明局長〉

農林省の消費・安全局長の奥原

です．よろしくお願いいたします．

鹿野大臣はこの総会の出席を大

変楽しみにしており，昨日まで出

席の予定でおりましたが，ちょう

ど，この時間帯に大震災の復興対

策本部の要務が入り，急遽，欠席

をさせていただきます．大変申し

わけございません．大臣から祝辞を預かってまいりまし

たので，代読をさせていただきたいと思います．

本日，ご参集の日本獣医師会の皆様には，日頃から動

物衛生の向上や食品安全の取り組みにご尽力いただくと

ともに，畜産振興や公衆衛生の向上に大きく貢献されて

おり，深く敬意を表するとともに，心から感謝を申し上

げます．

はじめに，このたびの東日本大震災で被災された方々

に心よりお見舞い申し上げます．政府としては全力を挙

げて，被災者への支援や復旧・復興に取り組んでいると

ころであります．日本獣医師会におかれましても義援金

を募るなど，被災地の復旧・復興にご協力いただき，深

く感謝を申し上げます．

昨年4月の口蹄疫発生を踏まえ，山根獣医師会会長に

もご参加いただいた口蹄疫対策検証委員会で，家畜防疫

体制の抜本的な改善策をまとめていただきました．これ

を踏まえ，家畜伝染病予防法が改正され，4月4日に公

布されております．発生の予防，発生時の早期通報，的

確な初動対応，これに万全を期すためには行政と獣医師

会との連携・協力が不可欠であります．今後とも行政と

一体となって家畜伝染病の予防や危機管理体制の構築に

ご協力いただきますよう，心よりお願い申し上げます．

また，農林水産省では昨年，獣医療を提供する体制の

整備を図るための基本方針を公表いたしました．これに

即して獣医師の育成確保，技術水準の向上等のため，就

学資金や研修事業等の支援に取り組んでまいります．安

全な畜産物の安定供給，人獣共通感染症の予防など，獣

医師の役割や責務は一層重要となっています．日本獣医
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師会におかれましては獣医師の中核団体として，国民に

求められる獣医療の提供に引き続きご尽力いただきます

よう，よろしくお願い申し上げます．

結びに，貴会のさらなるご発展と本日，ご列席の皆様

方のますますのご健勝，ご活躍を祈念いたしまして，お

祝いの言葉といたします．

〈民主党獣医師問題議員連盟会長　城島光力衆議院議

員〉

ご紹介をいただきました民主党

獣医師問題議員連盟会長を務めて

おります政調会長代理の城島光力

です．今日は同議連事務局長の

玉木衆議院議員も一緒に出席をさ

せていただきました．

日本獣医師会の第68回の総会

開催，誠におめでとうございま

す．日頃は山根会長をはじめとする役員の皆様方には，

何かと種々ご指導いただいており，この席を借りてお礼

を申し上げたいと思います．また，ただいま会長からも

お話いただきましたが，口蹄疫，さらにはこの3月の大

震災の発生という中で，今日も被災地の獣医師会の方々

もご出席されておりますが，全国の獣医師会，そして獣

医師の皆様方には大変奮闘いただいておりますことに心

からお礼と，そして感謝を申し上げたいと思います．

私もトラックで3回ほど，支援物資を運びながら，現

地を訪れています．そして先ほど山根会長が話された視

察は，3回目の5月4日で，玉木議員，山口県が選挙区

である高邑議員とともに，原発20キロ圏内に入り，取

り残された産業動物の実態，さらにはペットの状況を改

めて視察いたしました．率直に言って，動物の福祉の面

から早く安楽殺をすべきではと思う一方，何とか動物た

ちを生かすことができないかという思いもありました．

したがって，その日から特に20キロ圏内のペットや

産業動物の対応については，玉木議員ほか，何名かと孤

軍奮闘という状態で，一生懸命，政府，あるいは農水

省，さらには福島県へと要請をしてまいりました．取り

組みの方向性も少しずつ見えつつありますが，特に産業

動物については20キロ圏内から外へ移動することにつ

いては，風評被害もあり，大きな壁となっています．

しかし，それらを含めてペットの方も少しずつ軌道に

乗ってきたようであり，是非，皆様方のお力をお借りし

ながら，動物の福祉という面においても，日本が少なく

とも動物虐待国のようなレッテルが貼られないように，

国家の威信をかけて，全力で取り組んでいくべき最大の

テーマの一つだという思いで頑張っているところです．

今もって国内外から何とかしてくれと，まだ，スピー

ドが遅いというようなことを含め，様々なお叱りも受け

ますが，その中でやはり地元獣医師の皆様を含め，獣医

師の皆様方の中心となって活動されていることからも，

是非，これらにおいても，さらにお力添えとご活躍をい

ただきたいと思います．併せて山根会長のお話にもあり

ましたが，私も獣医学教育については，随分，長い間取

り組んでまいりましたが，特に獣医師の大学教育の改善

は，少しずつ前進しているようであります．これも拍車

をかけてまいりたいと思っております．ということを申

し上げまして，総会に寄せるご挨拶とさせていただきま

す．

〈自由民主党獣医師問題議員連盟幹事長　森　英介衆

議院議員〉

ご紹介にあずかりました自由民

主党獣医師問題議員連盟の幹事長

を務めております森　英介です．

今日は同連盟の事務局長で，長崎

県選出の北村誠吾衆議院議員とも

ども出席をさせていただきまし

た．なお，私どもの議員連盟の会

長は麻生太郎元総理で，本日，

麻生会長の代理として野田友視秘書も出席をさせていた

だいております．

今，既に山根義久会長あるいは城島議員からも色々と

お話があったところですが，このたびの3月11日に発

災した東日本大震災では，今日もその地域からも代表の

方がお越しですけれども，多くの皆様方が被災されまし

たことに心からお見舞いを申し上げます．また，今もお

話があったように動物たちも苦しんでおり，本当に胸の

痛む思いがしております．いずれにしても，この大震災

でも各地の獣医師の皆様が色々な立場で，ボランティア

的に様々な活動をして，復旧・復興のためにご尽力いた

だいておりますことに心からの敬意を表します．

昨今，本当に獣医師の皆様に色々とご負担をかける課

題が多く，例えば昨年の宮崎県の口蹄疫，あるいは各県

で発生した鳥インフルエンザ等でも，大変なご尽力をい

ただいております．特に私は千葉県の畜産協会長も務め

ておりますが，震災の陰に隠れ，余り目立ちませんでし

たが，震災の翌日に千葉県でも高病原性鳥インフルエン

ザが発生し，県内の獣医師の皆様が大変な苦労をされた

ところです．いずれにしても，そうした様々なご活動を

通じて，皆様方が世の中に大変な貢献をされております

ことに，心から敬意と感謝の意を表したいと思います．

私も長く議員連盟の事務局長，幹事長を務めておりま

して，山根義久会長を初め，獣医師の皆様方のご指導を

いただきながら，様々な問題に取り組んでいるところで

すが，先ほどのお話にもあったように例えば獣医学教育

の問題，6年制の移行に伴い，色々と改善すべきことが

あってもなかなか進展しなかった．ようやく少しずつ匍

匐前進のように前進したということは，喜ばしい限りで
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すが，さらに，例えば公務員獣医師の処遇の不平等な

ど，様々な獣医師の皆様方の抱える課題について，皆様

とともに考えながら解決に取り組んでいきたいと思いま

す．

民主党の代表の方もいらして，誠に恐縮ですが，私ど

もは一昨年，大敗北を喫して，結果として野党という立

場になり，それは反省するところが多々ございますが，

今の政府あるいは政権与党の取り組みは，傍で見ていて

も歯がゆいことばかりで，何とかしなければならないと

いう思いが日々，募っているところです．私どもも責任

を持って日本国の復興，また，将来を切り開くために，

力を発揮できるような場面ができることを心から望んで

いるところでして，今後とも獣医師の皆様方のご指導と

ご鞭撻を心からお願いする次第です．

本日の総会が実りある会になることを心からお祈りし

ますとともに，獣医師の皆様方の一層のご活躍を祈念申

し上げまして，ご挨拶に代えさせていただきたいと思い

ます．

〈公明党動物愛護管理推進プロジェクトチーム座長

高木美智代衆議院議員〉

皆様，こんにちは．このたびは

第68回の総会のご成功を心から

お祝いを申し上げます．

また，お招きをいただきまして

ありがとうございます．ただいま，

ご紹介をいただきました公明党動

物愛護管理推進委員会の委員長を

務めております衆議院議員の高木

美智代です．

日頃から皆様には大変にお世話になっており，心から

御礼を申し上げます．また，このたびの東日本大震災に

当たりましては，先ほどいただいた書類を拝見いたしま

すと，診療施設の半壊，全壊を合わせて49施設，そし

てまた，獣医師の皆様の自宅の全半壊が58人といった

状況の中で，まさに自ら被災をしながらも動物の健康と

安全を守るために遁走していただき，そしてまた，地域

の多くの動物たちを守ってくださる，その行動に対して

心から御礼を申し上げます．

私も昨日，宮城の石巻，塩釜，多賀城に，そしてま

た，土曜日は福島に行ってまいりました．まだ，瓦礫の

山もあり，国の対応が遅いと多くの苦情をいただきなが

ら，今，一生懸命，その解決に向けて取り組んでおりま

す．先ほど来，獣医師の皆様におかれましては，大震災

への取り組みも様々な書類を通して教えていただきまし

た．私もトラック1台分の物資を送りましたし，また，

我が党は2度にわたり様々な提言をさせていただいてお

ります．4月22日に環境大臣に対し，また被災者生活支

援本部の本部長でもある松本大臣に対して，被災動物の

保護と飼い主の精神的ケアの充実等に関する提言をさせ

ていただき，直接，申し入れを行ってまいりました．こ

のようなことは，我が党においては異例のことです．

そしてまた，我が党でまとめました5 月 26 日付の

「人間の復興へ」という復旧・復興ビジョンにおきまし

ても，被災動物の救護ということで，一つはペットとと

もに避難するための環境整備，メンタルケアのためにも

ご承知のとおり，ペットとともに避難できるよう仮設住

宅や避難施設での飼育の許可や保護，預かり施設の確保

などの環境整備を図るべきであること．また，被災動物

の引き取り先の確保，動物の飼い主探し，里親の募集な

ど，引き取り先の確保，また，保護施設での動物の管理

に際し，緊急災害時動物救援本部と連携し，愛護団体や

ボランティアの協力を得ること等々，提言をさせていた

だいております．

これがそのまま，すんなりと進む国の状況であればい

いのですが，先ほど来，城島議員も現地に乗り込まれ，

苦労されながら体制を作ってこられた等々，お話をされ

ました．私はこうした分野はいつも申し上げることです

が，どの党がということではなく，災害の復旧・復興に

対してはどの党も与野党を問わず，協力するということ

になっていますので，これは政党を超えて，こうした分

野については自民，民主，公明がしっかりと連携して，

手を組んで獣医師会の皆様を支えさせていただきながら

頑張らなければいけない，また，今日を新たな契機にさ

せていただきたいと思っています．

先ほど来，今後の獣医学研究の大きな前進，また，動

愛法の改正，また，動物看護職の国家資格へと大きく進

めてまいりたいという山根会長からのお話もございまし

た．私どもはしっかりと受けとめさせていただきなが

ら，これから，まず，今回の大震災の一日も早い復旧・

復興を目指して，また，皆様とお力を合わせながら頑張

ってまいる所存でございます．どうぞ，今後ともご指導

を賜りますよう，心からお願いを申し上げまして挨拶に

代えさせていただきます．

〈厚生労働省医薬食品局食品安全部　梅田　勝部長〉

厚生労働省食品安全部長の梅田

です．本日，ここに第68回社団

法人日本獣医師会通常総会が開催

されるに当たり，ご挨拶を申し上

げます．

はじめに，未曾有の大災害とな

った東日本大震災により被害を受

けられた関係者やご家族の皆様に

対して，心よりお見舞い申し上げます．また，皆様には

日頃より厚生労働行政にご理解とご協力をいただいてお

り，改めて御礼を申し上げる次第です．

厚生労働省では先般の東日本大震災，これに伴って発
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生いたしました東京電力福島第一原子力発電所事故への

対策について，政府の対策本部の一員として，省を挙げ

て取り組んでいるところです．特に食品中の放射性物質

の安全対策については，原子力安全委員会が定めた指標

を食品衛生法上の暫定規制値として，モニタリング検査

や出荷制限の実施等について，関係自治体のご協力を得

ながら対応しているところです．この問題については，

国民の関心が極めて高い問題であるとともに，中長期的

な視点での取り組みが必要であり，引き続き適時適切に

対応するよう務めてまいります．

一方，本年4月に富山県等で発生した腸管出血性大腸

菌による食中毒事件を受け，生食用食肉の安全性確保に

関し，強制力のある基準の策定，監視指導の強化などに

ついて期限を定め，迅速かつ着実に進めているところで

す．本食中毒事件では高い死亡率や重症化率が見られま

したが，先般，ドイツで発生した腸管出血性大腸菌食中

毒事件においても，細菌の性状変化が患者数，重症者

数，死亡者数の増加に影響しているとの研究結果が得ら

れており，最新の科学的知見を踏まえた食中毒対策の重

要性を改めて認識しているところです．

厚生労働省といたしましては，引き続き，国民の健康

の保護を図るため，食品安全委員会や農林水産省，消費

者庁等，関係行政機関と連携しながら，食品の安全を確

保するべく各般の施策を推進することとしており，獣医

師の皆様におかれましては，屠畜検査及び食鳥検査を初

めとした食品の安全確保対策により一層のご理解，ご協

力を賜りますようお願い申し上げます．

一方，感染症対策について，感染予防のための体制整

備や正しい知識の普及を図ることにより，感染症の予防

及び蔓延の防止を行うことも，獣医師として大きな役割

の一つであり，感染症法に基づき，罹患動物等の届け出

のほか，予防への寄与が求められているところです．昨

年末以降，全国各地で家禽等での高病原性鳥インフルエ

ンザが確認され，厚生労働省においては関係省庁と連携

を図りつつ，人への感染防止のための対応を行ってきた

ところです．引き続き発生が懸念されているところで

す．家畜衛生，公衆衛生両面から本疾病の発生と拡大防

止に万全を期すべく，皆様のご支援をお願いする次第で

す．

また，狂犬病予防法に関しては施行規則の一部改正を

行い，東日本大震災の発生によるやむを得ない事情があ

る場合には，予防注射の接種時期を緩和する特例措置を

設けたところです．一方，海外では今なお多くの国で狂

犬病の発生が見られており，我が国において狂犬病予防

対策が重要であることは言うまでもございません．貴会

及び貴会会員におかれましては，引き続いてのご協力を

お願い申し上げます．

厚生労働省といたしましては，今後とも食品安全対

策，感染症対策等の公衆衛生行政の充実を図っていく所

存でございますが，公衆衛生の確保・向上に当たりまし

ては，貴会及び第一線で活躍されている獣医師の皆様の

ご理解とご協力が不可欠でございます．引き続きよろし

くお願い申し上げます．

最後になりましたが，日本獣医師会のますますのご発

展と，本日，ご参集の皆様方のご健勝を祈念いたしまし

て，私の挨拶とさせていただきます．

〈文部科学省高等教育局　磯田文雄局長〉

文部科学省の高等教育局長の

磯田です．私が担当していますの

は大学関係ですけれども，本日，

第68回の日本獣医師会総会が開

催されるに当たりまして，文部科

学省を代表して，一言，ご挨拶を

させていただきます．

まず，日頃，皆様方におかれま

しては獣医療の提供を通じて，我が国畜産の健全な発

展，公衆衛生の向上及び学校飼育を通じた情操教育等に

ご協力いただいておりますことに，高い席からではござ

いますが，深くお礼をお申し上げたいと思います．

ご案内のとおり，学校教育においては，心豊かな児童

の育成，生徒の育成というのは非常に中心的な大事な課

題でして，例えば小学校の学習指導要領の生活科におい

ては，自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわり

合いに関心を持つとか，あるいは継続的な飼育，栽培を

行う，あるいは動植物にやさしい心で接すると，これは

道徳でございますが，そのような様々な項目を定めて，

活動を展開しているわけですが，地元の獣医師の皆様方

あるいは医師会の皆様方に，様々な観点からご支援いた

だいておりますし，子どもたちも学校を出て，現場で産

業動物あるいは家庭動物について学ばせていただいてい

ます．本当に体験を通して学ぶことが必要ですし，生の

専門の先生方からのご助言というものは，子どもたちに

とってかけがえないものでして，心豊かな児童・生徒の

育成という意味で，本当に感謝をしているところです．

それから，私どもの局の所管は獣医学教育の充実とい

うことですが，これについては，今，山根会長から非常

に詳しいご説明をいただきましたので，私がお話しする

内容は限られますが，改めてお話をさせていただきます

と，獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会

議，これに山根会長にも委員としてご参画いただきなが

ら，高度な実践力を有する獣医師の養成，先ほど議論の

ありました国際水準の獣医学教育の実現に向けて，検討

を進めてまいりました．本年3月には共同学部等の推進

による教育研究体制の強化，モデルコアカリキュラムの

策定，教養試験の導入等の教育内容及び方法の改善，あ

るいはこれらの取り組みを検証する分野別の第三者評価
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の導入，こういうものを柱としたご提言をいただいたと

ころです．

私ども文部科学省としては，これらの提言を踏まえて

獣医学教育の改善，充実の取り組みにさらなる努力をし

てまいりたいと思っております．どうか，獣医学界の皆

様方におかれましても，引き続き獣医学教育の改善，充

実の取り組みにご協力いただきますよう，必要に応じて

厳しいご助言も含めてご支援いただきますよう，お願い

申し上げたいと思います．

また，私がこれまで担当しておりました研究振興にお

いては，昨年度の口蹄疫，鳥インフルエンザによる甚大

な被害は，深刻な課題として受けとめています．新興再

興感染症にどのように立ち向かうかということで，関係

省庁とも協力しながら，我が省ではライフサイエンスと

いう観点から，基礎研究を含めながらしっかり対応した

いということで，検討を進めているところです．もちろ

ん，食品の安全に対する国民の関心も高まっていますの

で，国民の健康と安心・安全の確保を担う獣医師の皆様

方につきましても，様々なご意見，ご助言を賜りなが

ら，ライフサイエンスを通じた食品の安全についての研

究も，進めてまいりたいと考えているところです．

また，先生方のお話にありました東日本大震災におい

ては，本当に獣医師会の皆様方の活動が中心となり，自

治体関係機関と連携し，被災地での動物救護活動に本当

に涙ぐましいご努力をいただいたと伺っておりますが，

本当に心より敬意を表したいと思います．現在，私ども

は文部科学省として原子力問題あるいは高等教育の立て

直し，学校教育の復興について，全力を挙げて展開して

いるところです．特に原子力については，例えば私ども

の局の担当審議官を原子力安全のほうに移す等々，OB

も含めて全職員を動員し，対応しているところです．

また，特に東北の岩手，宮城，福島の3県の国公私の

高等教育機関においては，それぞれの大学に復興センタ

ー的な機能を立ち上げて，全面的に地域の復興に協力し

てまいるということで活動しています．各都道府県並び

に地元地方公共団体と連携をしながら対応しているとこ

ろですが，どうか，これらの活動についても獣医師会の

ご支援をお願いしたいと考えているところです．

もちろん，これらの活動については，3県に所在する

高等教育機関のみならず，全国の国公私立の大学が物資

の提供，人材の派遣，あるいは必要な計測機器の提供等

を行っていますので，どうか，お気づきの点がございま

したらご助言を賜りたいと思いますし，至らない点があ

れば，さらに全国の大学の全機能を発揮しまして対応し

てまいりたいと思っておりますので，どうか，よろしく

お願いしたいと思います．

最後に，日本獣医師会のますますのご発展と皆様方の

ご活躍をお祈りいたしまして，ご挨拶とさせていただき

ます．

〈社団法人中央畜産会　菱沼　毅副会長〉

ただいまご紹介いただきました

中央畜産会の菱沼です．既に多く

の方からご挨拶がありましたの

で，私は日頃，私どもの関係の地

方の畜産協会，あるいは実際の農

家等に大変お世話になっている獣

医師会の皆様方に御礼を申し上げ

たいということが一つ．それか

ら，二三，私どもに関連する事項で，ご協力とご報告を

申し上げたいと思っております．

まず，最初にご出席の各地の獣医師会の皆様には，口

蹄疫やインフルエンザは言うに及ばず，日頃から私ども

畜産協会並びに農家に対する大変なご指導に深く感謝を

申し上げたいと思います．お陰様で昨今，昨年来の口蹄

疫あるいはインフルエンザを特に契機としまして，皆様

方，獣医師に対する評価の高まり，あるいは期待，ま

た，現場における実際の活動から，団体の職員あるいは

農家がこのところ，家畜衛生に対する関心あるいは重要

性に気がついたのか，非常に関心の高まりを見せてお

り，結局，将来的にはこのような衛生的なセンスの高ま

りが生産性の向上，あるいは回っては，安心・安全な畜

産物の生産につながっていくことを期待し，感謝を申し

上げたいと思います．

また，先ほどお話のありました昨年の口蹄疫について

は，私どもも実際の経営の再建とのために，家畜疾病経

営維持資金の融通，ご案内の家畜防疫互助基金，これに

より私ども関連で約100億円ほどが口蹄疫対策に協力を

させていただいております．おかげさまで聞くところに

よると，1,300軒の農家から成る被災農家の50数％，半

数以上が既に経営を再開されたと聞いており，これもま

た，そのような様々な制度と併せて，ご出席の皆様方の

ご指導あるいはご協力の賜物ではないかと思っておりま

す．

また，これと関連して私どもの新しい取り組みとし

て，安心・安全な食品の畜産物の生産ということで，農

場HACCP制度を今年度から導入します．既に数十戸の

農家が手を挙げて農場HACCP，将来的にはHACCP認

証農場として，恐らく最終末端までHACCP農場で生産

されたという印がついて流通，あるいは消費者の手に渡

るようなシステムになるのではないかと思っています

が，これもまた，このような衛生の高まり，あるいは先

ほど来の腸管出血性大腸菌等の話で，すべてトレースバ

ックできるような仕組みを確立するには，当然，現場の

獣医師の皆様方の関与なり，ご尽力がなければ進みませ

んので，よろしくお願いを申し上げたいと思います．

最後になりますけれども，私ども中央畜産会が従来か
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ら実施している学生に対する奨学金，あるいは学生時代

における獣医活動体験研修など，しかるべきところから

の予算を得て，実施の手伝いをしておりますし，これも

継続していかなければなりません．また，本年度からは

新たに新規に産業動物として参入された方へ初期研修と

して，特に公的なものに限らず，伝染病の防圧あるいは

防疫の訓練，さらには迅速な対応といった内容の研修

も，各大学あるいは共済の施設等をお借りしながら実施

することになっており，これも地域のご出席の皆様方の

ご協力，ご指導を得たいと考えており，よろしくお願い

を申し上げます．

私ども中央畜産会は山根会長ほか，藏内副会長，それ

以外にも多くの方が理事会メンバーになっていただきま

して，常日頃から大変お世話になっておりますし，この

分野，私どもは全国家畜畜産物衛生指導協会と合併し，

衛生の部門もますます充実する必要がありますが，その

ような強力な援軍も得て，これからも相談もしながら，

官庁にお願いすべきはしながら，しっかり頑張っていか

なければならないと考えておりますので，皆様方の格段

のご指導をお願い申し上げ，ご挨拶とさせていただきま

す．

【来賓の紹介】

大森専務理事から来賓の紹介が行われた．

【日本獣医師会会長感謝状贈呈】

日本獣医師会会長感謝状が以下のとおり贈呈された．

・平成22年度日本獣医師会学会年次大会の開催運営

を受託し獣医学術の振興・普及に顕著な功績があっ

た者

社団法人 岐阜県獣医師会

・平成22年度において，獣医師会活動の基盤となる

会員加入の推進等の組織強化に顕著な実績を挙げた

者

社団法人 京都市獣医師会

・本会が動物の福祉及び適正管理施策推進のために行

う飼育動物に対するマイクロチップ個体識別の普及

について顕著な貢献を果たされた者

ミシェル・ラショセ
（メリアル・ジャパン株式会社　代表取締役社長）

高野恵一（日本全薬工業株式会社　代表取締役社長）

伊集院　哲

【獣医師会職員永年勤続表彰】

獣医師会の永年勤続職員に対して次のとおり表彰が行

われた．

・20年表彰

都鳥直子（北海道獣医師会）

阿部やす子（岩手県獣医師会）

武田美和（新潟県獣医師会）

（DSファーマアニマルヘルス株式会社
代表取締役社長）

古賀俊伸（日本獣医師会）

【議長・副議長選出】

会長が仮議長となり，「仮議長一任」の声を受け，次

の2名を議長・副議長に選出した．

議　長　山本博起（大阪市獣医師会会長）

副議長　坂本　紘（鹿児島県獣医師会会長）

【議事録署名人の選任】

議事録署名人については，議長一任の声を受け，議長

が以下の2名を選任した．

松浦宏長（静岡県獣医師会会長）

原　哲男（京都府獣医師会会長）

【議　　事】

議長により次のとおり議案審議が進められた．

第1号議案：平成22年度事務事業及び決算報告の件

（1）大森専務理事から平成22年度事務事業報告につ

いては，重点事項のみ説明がなされ，そのうち東日本大

震災被災対策の経過等についての説明の後，東日本大震

災で被災された東北地区の獣医師会を代表して，岩手県

獣医師会の多田洋悦会長，また，関東地区の獣医師会を

代表して，茨城県獣医師会の古橋治己会長から大要次の

とおりお礼が述べられた．

【岩手県獣医師会　多田会長挨拶】

岩手県獣医師会の多田です．日

本獣医師会第68回通常総会にお

きまして，被災をした東北地区の

獣医師会を代表して，発言する機

会を与えていただき感謝申し上げ

ます．

3 月 11 日に発生をした国内最

大規模と言われる東北地方太平洋

沖地震とそれによる大津波により，東北から関東地方に

至る沿岸地域において甚大なる被害を受けました．改め

て大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈りする

とともに，いまだに避難所での生活を余儀なくされてい

る方々に，心からお見舞いを申し上げます．

岩手県，宮城県，福島県においては，まさに激甚災害

です．特に福島県における東京電力福島第一原子力発電

所の被災による事故は，放射性物質の拡散や高濃度汚染

水の放出等により極めて深刻な事態となり，世界最悪の

レベル7です．土壌，海水等の汚染により環境の安全性

が脅かされるとともに地域生活が破壊され，多くの方々

が避難を余儀なくされています．農漁業などの主要産

業，教育や福祉，これに対しても極めて重大な影響を及

ぼす放射能被害が関東・東北地方に拡大している状況に

あり，これによる風評被害も広がっています．

このような中で東北各県の獣医師会と会員は，被災者

及びこの大被害に対して懸命に立ち向かっている，すべ

ての方々とともに獣医療提供活動を通じ，一丸となって
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頑張っています．岩手県獣医師会においては少なからぬ

会員が被災し，家族を失い，診療施設及び住宅が全半壊

し，獣医療の提供が不可能となりました．しかし，3月

14日には本会災害時動物救護対策本部を設置し，被災

した沿岸12市町村に対し，緊急被災動物救護活動を開

始いたしました．3月22日には岩手県と県内動物愛護団

体等10団体及び本会を構成員とする岩手県災害時動物

救護本部を設置し，沿岸地区の行政機関，被災を免れた

沿岸地区の拠点動物病院，それを支援する内陸の支援動

物病院，一時保管を担う動物愛護団体及び主要ボランテ

ィアが地域別の支援組織を編成し，中央の緊急災害時動

物救援本部より物資の救援を受けながら被災地に赴き，

連携を密にして，関係者一丸となり，懸命な活動を展開

してまいりました．

被災現場では飼い主とともに助かった動物がいる一方

で，津波の襲来が余りにも速く，飼い犬を解き放すため

に波にのまれて亡くなった方，一度，避難したが，犬を

連れに戻って行方不明となった方，迫り来る津波に動物

を解き放す時間的余裕がなく，許して，ごめんねとわび

ながら難を逃れた方など，人と動物とのきずなと命にか

かわる悲しい無数の事例を聞き及んでいます．

日本獣医師会並びに全国の地方獣医師会より，被災動

物救護活動に対する温かい激励，過分なるご支援，義援

金を賜りましたことに対して，誠にありがたく，改めて

心から感謝と御礼を申し上げます．さらに，このご奉仕

が獣医師のみならず，動物病院に来院された多くの飼い

主の方からも寄せられたことをお伺いし，温かい心尽く

しに万感，胸に迫る思いです．

震災後，間もなく4カ月となりますが，本県沿岸地域

にはいまだ260を超える避難所があり，2万人近い方々

が避難所暮らしをしています．このような中で生活基盤

の変化による飼育の放棄，仮設住宅での同居や飼育管理

の問題，飼い主不明動物の里親探し等々，新たな課題が

出てきており，動物救援活動は長期にわたると予想され

ます．被災地における震災復旧と復興はこれからが正念

場であります．

このような前代未聞の危機にこそ，「負けないぞ，東

北，立ち上がろう，東北」を合言葉に底力を示すことが

我々獣医師の責務であり，獣医師会の大きな社会的使命

であります．東北地区の獣医師会といたしましては，皆

様のご支援を力に，被災された方々が心の支えとして家

庭動物の飼育が続けられるようにすること，また，被災

した動物の新しい飼い主が見つかるよう，精いっぱい努

力するとともに，被災地の一日も早い復興を目指して，

心を一つにして奮励努力することを決意いたしておりま

す．

最後に，日本獣医師会並びに全国の地方獣医師会の皆

様のますますの被災地に対しますご支援とお力添えを賜

りますよう，心からお願いを申し上げまして，感謝と御

礼のご挨拶とさせていただきます．

【茨城県獣医師会　古橋会長挨拶】

ただいま，多田会長から今回の

震災の悲惨な状況ということが報

告されましたが，関東地方におき

ましても被災した家屋の総数が

22 万と，私ども茨城県獣医師会

管内の被災家屋の戸数は15万棟

に上っています．東北3県の被災

の状況と比べますと，比べ物にな

らないほどの被災を東北地方の方々はお受けになったわ

けですけれども，私どももそれなりの被災を受けており

ます．多くは報道されませんでしたが，被災地の中にい

て私どもは世の中でどのようなことが起こっているの

か，さっぱりわからないような状態で1カ月を過ごしま

した．このたび，この総会におきまして，このタイトな

スケジュールの中で，一言，御礼を述べさせていただく

機会を得ましたことに御礼を申し上げます．

大変迅速に見舞金，それと支援金，義援金をいただき

ました．また，それと同時に温かい励ましをいただきま

した．どうにか関東圏内の被災状況と，それから復旧は

収束しつつあると思いますが，東北地方の被災の状況を

考えますと，私どももこれからは自分たちの復旧・復興

を図ると同時に，東北地方への支援を是非させていただ

きたいと考えております．本日はこのような機会に発言

させていただきまして，本当にありがとうございまし

た．どうぞ，今後ともよろしくお願いいたします．

（2）決算報告については，財務諸表に基づき重点事項

のみ，説明された（別記1．平成22年度正味財産増減計

算書）．その中で，玉井代表監事からの決算監査報告が

大要次のとおり行われた後，本議案は原案どおり異議な

く承認可決された．

〔決算監査報告〕

岩上監事と私の2名で本会の業務あるいは会計につい

て監査をしたところ，適正に処理されており，本総会資

料の監査報告書にその旨記載しております．

なお，監査所見について，若干述べさせていただきます．

日本獣医師会の会務を監査したところ，各会員である

地方獣医師会，また，構成獣医師の多くの要望に応えて

いることは，昨年の総会における議決事項の執行状況か

ら確認できます．ところが地方獣医師会あるいは構成獣

医師の中から，色々な不満や，執行状況が不明であると

いう声もしばしば耳にします．これらは，一生懸命取り

組まれている執行部と，最終的には各地方獣医師会の構

成獣医師との間に情報伝達，連絡あるいは意見の上程に

ついて，会としての基本的な部分において少し風通しが
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悪いのではないかと感じたところです．

これについては，先般，開催された理事会において，

各地区から選出されている地区理事の皆様に対し，その

旨十分ご理解いただき，ご尽力をお願いしたところです

が，この場でも改めてお願いする次第です．

地方獣医師会の皆様方におかれては，各構成獣医師等

の声あるいは地方，地域の実情に即した声を地区選出理

事に上げていただき，その地区理事が日本獣医師会の理

事会で様々な意見を具申する．また，それについて日本

獣医師会の理事会で議決あるいは会長が方針を述べられ

る．このような手順により，各地区理事を通じて，各地

方獣医師会に共通の認識を持っていただき，日本獣医師

会を一丸となって，今日の公益認定，あるいはこの大災

害の課題への取り組みを行う必要があります．

より一層，我々獣医師が団結して前進すべき状況であ

り，今日，この総会の場をお借りして，各地方獣医師会

にも情報の伝達経路の疎通の確認，あるいはそれを通じ

ての意見の上奏の円滑化の推進をお願いしたく，これを

所見に追記させていただいた旨報告させていただきま

す．

第2号議案：平成23年度事業計画及び収支予算の件

第3号議案：平成23年度会費及び賛助会費の件

第2号議案，第3号議案は関連議案として一括上程さ

れ，大森専務理事から平成23年度事業計画（案）（別記

2．平成23年度事業計画書）及び収支予算（案）（別記

3．平成23年度収支予算書）について，昨年度と大きく

異なる事項等について説明が行われた後，引き続き，平

成23年度会費及び賛助会費について説明がなされた．

その中で，平成23年度獣医学術学会年次大会の開催地

の地元獣医師会として「北海道大会」の開催運営を受託

した地元北海道獣医師会 波岸会長から開催への支援，

協力が依頼された後，本議案は原案どおり異議なく承認

可決された．

第4号議案：獣医師道委員改選の件

第5号議案：役員選任管理委員改選の件

第4号議案，第5号議案は一括上程され，大森専務理

事から委員の任期満了に伴い，理事会の承認を受けた各

候補者についての承認を求めた後，本議案は異議なく承

認された．

第6号議案：役員選任の件

水野役員選任管理委員長から役員の任期満了に伴う選

任について，事務手続き等の経過の説明が行われ，選任

については，会長，副会長，監事は，定数内の推薦であ

ったことから，地区理事，職域理事とともに，選挙によ

らず，本総会の承認を得て選任されることが報告され，

次に山根会長から専務理事候補者が推薦された後，各候

補者についての承認を求めた後，本議案は異議なく承認

された．

〔新役員紹介〕

水野委員長から次の新役員名が読み上げられた．

【会　　長】山根義久

【副 会 長】藏内勇夫，近藤信雄

【専務理事】矢ヶ崎忠夫

【地区理事】

波岸裕光（北海道地区） 砂原和文（東北地区）

闍橋三男（関東地区） 村中志朗（東京地区）

大野芳昭（中部地区） 中島克元（近畿地区）

柴田　浩（中国地区） 塩本泰久（四国地区）

坂本　紘（九州地区）

【職域理事】

酒井健夫（学術・教育・研究）

麻生　哲（開業（産業動物））

細井戸大成（開業（小動物））

横尾　彰（家畜共済）

梅澤正親（畜産・家畜衛生）

森田邦雄（公衆衛生）

木村芳之（動物福祉・愛護）

【監　　事】岩上一紘，佐藤ひさし，玉井公宏

第7号議案：移行認定の申請に当たり定款を「定款変

更案」のとおり変更する件

大森専務理事から一般法人法及び公益認定法の規定に

即した内容として，再整理した旨説明された後，第1章

の総則の規律の中で総会を一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律上の社員総会とすると規定しているが，

本来なら第3章の総会の中で規定する方が良いと思われ

る旨の意見があり，これに対して大森専務理事から，総

会という言葉が最初に出てくるところで定義をする必要

があるため，第1章で規定した旨が説明された後，本議

案は異議なく承認された．

第8号議案：移行認定の申請に当たり移行後の役員就

任予定者を選任等する件

大森専務理事から，附則の第2条に移行登記後の最初

の代表理事と執行理事名を掲名する旨説明がされた後，

本議案は異議なく承認された．

第9号議案：移行認定の申請に当たり関係規程を制定

等する件

大森専務理事から，定款変更案に基づき，新たに公益

社団法人日本獣医師会定款施行細則，公益社団法人日本

獣医師会財産管理・運用規程，公益社団法人日本獣医師

会役員の報酬等に関する規程を定める旨説明がされた

後，本議案は異議なく承認された．

【議長・副議長の退任挨拶】

議長から円滑に議事が終了したことへのお礼を旨とす

る退任の挨拶が行われた．

【山根会長再任挨拶】

長時間にわたり，総会の議事運営にご協力いただきま
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してありがとうございました．

本総会において，また，会長を務めることになり，緊

張感があり，大変だというのが正直な気持ちです．1つ

の課題が解決し，やれやれと思っていた矢先にまた2

つ，3つと新しい課題が生まれるが近年の常です．私は

6年間，会長を務めさせていただき，間違いなく良い方

向に向かっていると感じているが，逆にそれ以上に難し

い課題が生まれるかもしれません．

昨年もイントロで述べたように，総会の始まる前に，

非常に多くの課題ありました．まだまだ東日本大地震に

よる影響は続くでしょう．特にこの大地震で起こった原

発事故，これは5年や10年でも終息しそうにありませ

ん．私が会長になってから口蹄疫，高病原性鳥インフル

エンザ，そして今回の東日本大地震による原発事故と，

これらはすべて畜産界，獣医界にとって，大変な課題で

す．まだまだ，この原発事故の20キロ圏内には1 ,000

余頭の牛，200余頭の豚等が走り回っているという現実

があります．

5月12日には政府から，20キロ圏内の牛，豚等のい

わゆる家畜はすべて安楽殺という方針が打ち出されまし

た．ところが家畜を包む青いシートは目に入らないし，

見たという話は耳に入ってきません．ようやく5月10

日になって一時帰宅が認められました．その翌日から犬

や猫等のいわゆる伴侶動物は認められたものに限り，20

キロ圏外に連れ出すことが可能となりました．もちろ

ん，それ以前に相馬野馬追の馬は連れ出されましたが，

なぜ牛と豚がこのような状況にあるのか非常に残念でな

りません．

既に一番心配していた外国からの非難の声を多数受け

ています．家畜といえども，餓死という最悪の事態を避

けなければと思っていたが，それが現実のものとなりま

した．とても日本は文明国家と標榜できない状況にある

ことも事実です．今，20キロ圏内にいる家畜を，研究

に利用するという目的で圏外に連れ出すことはできない

かと思っています．事実，犬や猫，馬は連れ出したので

あるから，できないことはないと思います．

今日も，大きな牧場を持っている会社の代表から，

「会長，うちの牧場を使っていいよ」という，ありがたい

申し出をいただきました．1カ所に捕捉し，そこで除染

して検査する．一つの心配は風評被害ですが，内部被曝

の家畜が他人に迷惑をかけるはずはないと，私は信じて

います．一刻も早く，一カ所で研究用として，5年，10

年，観察をすることも不可能ではないと思っています．

そればかりでなく，獣医学教育の課題もまだ，取り組

みの中途にあります．冒頭に述べたような状況は，良い

方向に向かっているようには見えるが，しっかり検証す

べき面も多々あります．

獣医療体制の基本計画も策定され，地方に示されまし

た．しかしながら，過去に具体的に実行された県はほと

んどないということです．このたび農林水産省は本腰に

なって，検証を盛り込みました．文部科学省の獣医学教

育の改善・充実に関する調査研究協力者会議において

も，取りまとめが終わっても，検証されなければ意味が

ないと意見して，同省からも小委員会も立ち上げる約束

を得たところです．

私としては信ずるしかないわけです．実効あるものに

するためにはどうすべきか，今，真剣に模索しておりま

す．恐らく性善説を信ずるならば，間違いなく良い方向

に向かうと信じています．

リーダーというのは非常に孤独です．時には何を信じ

て良いか，迷うこともございます．先日の埼玉県獣医師

会の総会でもお話ししたが，青森県獣医師会の総会に招

かれた際，私は青森市浅虫にある水族館を訪れました．

その水族館は前身が東北大学の生物学部の臨海実験所

で，初代所長の畑井新喜司教授の「それは君，大変面白

い，君，ひとつやってみたまえ」という言葉の一説を高

校時代に新聞記事で読んだことを記憶していました．こ

の言葉が石碑に刻まれていると聞いたので，どこにある

のか研究員に尋ねたが誰も知らず，女性の若い事務員が

その話は聞いたことがあると，タクシーの運転手と3人

で一緒に草むらの中を探してようやく見つけることがで

きました．教授は，若い研修者が研究の実験計画をもっ

て行くと，内容を問わず，「それは君，大変面白い，君，

ひとつやってみたまえ」と言って予算をつけてくれた．

どれだけ若い研究者が勇気づけられたかということで，

亡くなられてから立派な石碑が建てられたということで

しょう．これが一つの指導者たる，リーダーたる立場を

表しているものと思います．

今，余りにも能力もない，やる気もない，責任もとら

ない輩が前面に出て，いつまでもその席に居座ろうとす

る，そんな輩が多過ぎる．もう一つは，それが嫌ならば

自分が前面に立って，ぐいぐいと引っ張っていくリーダ

ーしかないわけです．どちらでもない輩がリーダーに居

座るからおかしくなります．潔さと実行力と責任の所在

を明確にする者がリーダーとなるべきです．

私は6年前，獣医師会会長を引き受けたときには，幸

か不幸か，この2つのリーダーしか知りませんでした．

また，私の恩師は，自分の能力の限界を感じたなら，い

かに指導者を育てるか，一生懸命，一心不乱に取り組ん

だ方と，「山根，付いて来い．」と言って引っ張ってくれ

たリーダー，この2つのタイプだったわけです．10数年

前に東京農工大学に着任して見た現実は，その2つのタ

イプとも，とても離れた第三者のリーダーだったわけで

す．

これでは日本の行く末は心配あるのみです．獣医師会

だけはこれではいけないと私は思うわけです．何ゆえ
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か．獣医学は，社会，国家，また，人間生活にとって必

要不可欠な学問です．獣医学が方向性を誤ると，大変な

ことになるということを私は肝に銘じて忘れないように

しています．どうか，そのためには皆様が一致団結し

て，この大きな荒波を乗り越えなければ達成できないと

思います．

先だってから，幾つか地方獣医師会の総会に招かれた

際，本当に情けない話ですが，その獣医師会の中で一部

の輩が徒党を組んで，自分たちの利益の擁護のために，

もう一つ獣医師会を作ろうとしているという話があると

聞きました．

本当に我々は真剣に，これから公益社団法人として生

まれ変わった際に，何をなすべきか，真剣に考えるべき

ではないでしょうか．獣医師というのは誰にもない知識

と技術を持っているから，誰にもできない仕事をさせて

いただいているわけです．逆に獣医師というライセンス

をいただいた以上は，大変大きな重荷を背負ったんだと

いう覚悟をしていただきたい．獣医師会に入ったってメ

リットがないから入らない．こんなつまらない低次元な

議論から，我々は，既にそこから離脱すべきだと思いま

す．頑張りましょう．

【閉　　会】

大森専務理事から第68回通常総会の閉会が告げられた．

〔別記1〕

平成22年度　正味財産増減計算書
自　平成22年4月 1 日

至　平成23年3月31日

科　　　目 決　算　額 科　　　目 決　算　額 

 

 

 

87,125,420 

82,409,420 

2,268,000 

2,448,000 

20,588,363 

20,588,363 

166,237,000 

162,910,000 

3,327,000 

182,208,487 

21,168,250 

124,976,620 

18,063,369 

18,000,248 

142,370,049 

100,000 

25,200,000 

68,851,418 

9,262,569 
 

5,345,849 

15,618,264 

17,991,949 

4,060,368 

2,010,368 

2,050,000 

86,159 

86,159 

0 

602,675,846 

 

493,087,020 

14,603,080 

49,677,370 

18,150 

11,465,955 

2,572,932 

18,027,270 

40,280,671 

8,205,542 

497,681 

2,562,361 

21,840 

130,169 

1,772,313 

63,994,453 

692,315 

2,715,702 

6,465,293 

蠢．一般正味財産増減の部 

１　経常増減の部 

（1）経　常　収　益 

ア　基本財産運用益 

（ア）貸室料収益 

（イ）駐車料収益 

（ウ）地　　　代 

イ　特定資産運用益 

（ア）特定資産受取利息 

ウ　受 取 会 費 

（ア）会 員 会 費 

（イ）賛助会員会費 

エ　事 業 収 益 

（ア）獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益 

（イ）動物福祉適正管理施策支援事業収益 

（ウ）獣医学術振興・人材育成事業収益 

（エ）福祉共済事業収益 

オ　受取助成金等 

（ア）日本中央競馬会賛助金 

（イ）獣医事対策等普及啓発協賛金 

（ウ）獣医師高度技術研修対策事業助成金 

（エ）臨床・生産現場の実用化推進調

査事業助成金 

（オ）新規獣医師臨床研修促進事業助成金 

（カ）管理獣医師等育成支援事業助成金 

（キ）動物適正飼養推進事業助成金 

カ　受取寄付金 

（ア）獣医学術振興資金振替 

（イ）受取寄附金 

キ　雑　収　益 

（ア）受 取 利 息 

（イ）雑　収　益 

経　常　収　益　計 

（2）経　常　費　用 

ア　事　業　費 

（ア）役 員 報 酬 

（イ）給　与　費 

（ウ）役職員退職給付金 

（エ）福利厚生費 

（オ）会　議　費 

（カ）旅費交通費 

（キ）通信運搬費 

（ク）減価償却費 

（ケ）消耗備品費 

（コ）消 耗 品 費 

（サ）仕　入　費 

（シ）修　繕　費 

（ス）資料図書費 

（セ）印刷製本費 

（ソ）水道光熱費 

（タ）賃　借　料 

（チ）支 払 報 酬 

（単位：円） 
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科　　　目 決　算　額 科　　　目 決　算　額 

2,879,030 

1,700,079 

30,996,287 

11,261,244 

126,500 

28,203,137 

172,468 

19,428,415 

42,626,021 

2,000,000 

10,860,523 

4,771,931 

974,143 

4,491,555 

76,969 

58,046,229 

9,262,569 
 

5,143,941 

3,356,081 

17,608,178 

15,398,623 

50,081,738 

5,566,920 

17,551,243 

14,850 

2,777,467 

1,429,299 

4,492,986 

479,499 

3,894,318 

528,755 

699,272 

11,056 

21,155 

490,400 

167,704 

404,845 

840,157 

10,440 

0 

221,152 

3,100,360 

3,108,756 

990,000 

163,664 

0 

1,148,578 

371,357 

1,081,095 

516,410 

543,168,758 

59,507,088 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

59,507,088 

17,901,800 

41,605,288 

1,724,559,618 

1,766,164,906 

 

17,916 

17,916 

70,879,702 

70,861,786 

17,916 

△ 70,861,786 

590,263,325 

519,401,539 

2,285,566,445

（ツ）慶　弔　費 

（テ）表　彰　費 

（ト）維持管理費 

（ナ）租 税 公 課 

（ニ）支払負担金 

（ヌ）支払手数料 

（ネ）普及啓発活動費 

（ノ）事業運営費 

（ハ）委　託　費 

（ヒ）支払寄附金 

（フ）基金返還支出 

（ヘ）賞与引当金繰入額 

（ホ）役員退職慰労引当金繰入額 

（マ）職員退職給付引当金繰入額 

（ミ）雑　　　費 

（ム）獣医師高度技術研修対策事業費 

（メ）臨床・生産現場の実用化推進調

査事業費 

（モ）口蹄疫現地防疫業務支援対策費 

（ヤ）新規獣医師臨床研修促進事業費 

（ユ）管理獣医師等育成支援事業費 

（ヨ）動物適正飼養推進事業費 

イ　管　理　費 

（ア）役 員 報 酬 

（イ）給　与　費 

（ウ）役職員退職給付金 

（エ）福利厚生費 

（オ）会　議　費 

（カ）旅費交通費 

（キ）通信運搬費 

（ク）減価償却費 

（ケ）消耗備品費 

（コ）消 耗 品 費 

（サ）修　繕　費 

（シ）資料図書費 

（ス）印刷製本費 

（セ）水道光熱費 

（ソ）賃　借　料 

（タ）支 払 報 酬 

（チ）慶　弔　費 

（ツ）表　彰　費 

（テ）交　際　費 

（ト）維持管理費 

（ナ）租 税 公 課 

（ニ）支払負担金 

（ヌ）支払手数料 

（ネ）委　託　費 

（ノ）賞与引当金繰入額 

（ハ）役員退職慰労引当金繰入額 

（ヒ）職員退職給付引当金繰入額 

（フ）雑　　　費 

経　常　費　用　計 

当 期 経 常 増 減 額 

2　経常外増減の部 

（1）経常外収益 

経 常 外 収 益 計 

（2）経常外費用 

経 常 外 費 用 計 

当 期経常外増減額 

他 会 計 振 替 額 

税引前当期一般正味財産増減額 

法　　人　　税　　等 

当期一般正味財産増減額 

一般正味財産期首残高 

一般正味財産期末残高 

蠡．指定正味財産増減の部 

（1）特定資産運用益 

ア　特定資産受取利息 

（2）一般正味財産への振替額 

ア　特定資産 

イ　特定資産受取利息 

当期指定正味財産増減額 

指定正味財産期首残高 

指定正味財産期末残高 

蠱．正味財産期末残高 

（単位：円） 

注：平成 22 年度から平成 20 年改正基準による公益法人会計基準を適用し，財務諸表を作成した．従って，前年度（平成 21 年
度）に適用した会計基準と異なるため前年度の数値は記載せず当年度のみとした． 
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蠢 実　施　方　針

1 実体経済はいまだ回復途上にあり国内消費の低迷な

ど畜産業をはじめ動物関連産業界をめぐる情勢には厳

しいものがある．

このような事情の中で，本年3月の東日本大震災，

加えての原発事故は未曾有の大災害として地域獣医療

の提供そして動物関連産業界にも多大の打撃を被らせ

るとともに，多くの動物の生命を失うこととなった．

2 一方，昨年来の口蹄疫，鳥インフルエンザ発生をみ

るまでもなく国民生活の安全・安心を守るとともに，

社会経済の発展を図る上で，動物の保健衛生の向上を

通じての食の安全性の確保や「動物の新興・再興感染

症」に対する不断の備えが求められている．

また，犬や猫などの飼育頭数が，15歳以下の子供

の人口を凌駕するまでに増加しているのに代表される

とおり，これらの動物が家庭動物，すなわち「家族の

一員・生活の伴侶」として，国民生活に浸透するとと

もに，動物が人の医療・介護・福祉や学校教育分野に

進出するなど，その担うべき社会的役割は重みを増し

てきている．更に，野生動物の保護管理などの生態系

保全が地球的課題とされている．

3 これらは，いずれもが，動物の健康の確保をはじめ

動物の福祉に配慮した適正管理により達成し得る課題

であり，人と動物が共存する豊かで健全な社会の形成

を期する上で動物の保健衛生の向上，動物関連産業の

振興，そして公衆衛生の向上をはじめ動物の福祉の増

進を責務とする獣医師及び獣医療に対する期待は高ま

りをみせている．

4 今後とも獣医師及び獣医療が社会的要請に的確に応

えていくため，産業動物臨床，小動物臨床，家畜衛

生，獣医公衆衛生，動物福祉・愛護・野生動物保護管

理，獣医学教育・試験研究など多様な職域部門に就業

する獣医師について，倫理綱領として定めた「獣医師

の誓い―95年宣言」の精神を踏まえ獣医師道の高揚

を図りつつ，獣医師専門職人材の育成と獣医療提供の

質の確保等の体制整備に努めていく必要がある．

5 以上の状況を踏まえ，獣医師が組織する公益法人の

全国団体である日本獣医師会は，会員である地方獣医

師会とともに昨年の通常総会において定めた「日本獣

医師会・獣医師会活動指針（One WorldhOne

Health）」の理念の下で，獣医学術の振興・普及をは

じめ獣医事の向上，獣医師専門職の人材育成，動物の

福祉の増進等を図ることを目的に関係する各職域に係

る公益活動を特に次の事項に配慮し，推進することに

より，本会の目的の達成と社会的信用の維持・向上に

努める．

（1）東日本大震災被災対策

大震災で被災した会員そして獣医師，また動物関連団

体・企業，被災動物を飼育され（または飼育されておら

れた）方をはじめ被災者の皆様には心よりお見舞い申し

上げる．

本会は，被災対策として全国の会員，賛助会員，関係

機関，動物関連業界団体・企業，更には多くの動物飼育

者の協力と連携の下で，被災動物の救護対策に取り組む

とともに，大変困難な状況下にある被災地において展開

される診療の提供を含めた動物救護活動の円滑な推進及

び被災現地の獣医療提供の復旧等に向けての取り組みを

支援する．

（2）獣医師道の高揚及び獣医事の向上並びに動物の福

祉・適正管理対策

獣医療法に基づき国が定める獣医療を提供する体制の

整備を図るための基本方針（以下「基本方針」という．）

及び動物愛護管理法に基づき国が定める動物の愛護及び

管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指

針（以下「基本指針」という．）の趣旨に即し，動物の

診療・保健衛生指導，家畜伝染病防疫，公衆衛生など獣

医事各般にわたる質の向上対策並びに動物の福祉の増進

及び適正管理対策推進の具体的方策等を協議・検討の

上，これを本会及び地方獣医師会の獣医事の向上及び動

物福祉の増進対策に係る事務・事業の運営に逐次反映さ

せ，実践・普及させるとともに，関連施策の円滑な推進

について関係機関・団体等に対する提言活動等に努め

る．

（3）獣医学術の振興・普及及び獣医師人材の育成対策

「基本方針」の趣旨に配慮し，獣医学術に関する産業

動物臨床，小動物臨床，獣医公衆衛生の各分野にわたる

学術振興の具体的方策等を協議・検討の上，これを本会

及び地方獣医師会の獣医学術振興・普及対策に係る事

務・事業の運営に逐次反映させ，実践・普及させるとと

もに，獣医学術学会活動，講習会・研修会の開催等を通

じ社会的要請に応え得る獣医師専門職人材の育成に努め

る．

（4）地方獣医師会，関係省庁・機関・団体，動物関連

産業界，一般市民との連携及び国内・国際交流の推進

地方獣医師会及び関係省庁，獣医学系大学，獣医療・

動物関係団体との連携と賛助会員団体・企業等の動物関

〔別記2〕

平 成 23 年 度 事 業 計 画 書
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連産業界の支援と協力の下，更には獣医学術等の国際交

流を図ることにより本会事務・事業の円滑な運営に努め

る．

なお，関係会議・協議会の場等を通じ，関係者相互の

情報・意見交換を行う一方，IT媒体等の活用を図るこ

と等により，本会と獣医師専門職，獣医療・動物関連産

業界関係者，その他動物の飼育者をはじめ国民各位との

間の情報ネットワーク化とともに，獣医療・動物福祉対

策及び獣医学術の普及・啓発活動を推進する．

（5）組織基盤の強化対策

本会は，全国を活動の区域とする公益団体として，47

都道府県獣医師会と8政令市獣医師会の全てが会員加入

を果たすとともに，昨年4月の日本動物保護管理協会の

吸収合併を契機として賛助会員団体組織についても拡充

を図ってきた．

会員各位におかれては，新公益法人制度への移行の機

をとらえ，獣医師専門職による公益活動の発展・整備に

資するとの観点に立ち，先に通知した新公益法人制度へ

の移行に当たり獣医師会活動の基盤となる会員組織の充

実・強化について（平成21年10月27日付け21日獣発

第185号）の趣旨を踏まえ，引き続き組織基盤の強化に

向けて尽力をお願いする．

（6）新公益法人制度移行に対する対応

公益法人移行の認定申請に向けての前段として，昨年

4月をもって，会員各位をはじめ関係者の理解をいただ

き日本動物保護管理協会の吸収合併を成立させるととも

に，これまでの間，関係諸規程の見直し・整備，会計・

経理の公益法人会計基準（平成20年改正基準）への適

用を図るなど本会組織，事務・事業の運営について関連

三法による公益法人認定基準等への適合について点検・

整備に努めてきたが，平成23年度内の移行認定申請に

向け，定款の変更などの認定申請手続きを進めるに当た

っての重要事項（関係諸規程の制定など）について総会

の決議を求める．

蠡 事業別の対応

1 公益目的事業

（1）獣医師道の高揚及び獣医事の向上並びに動物の福

祉・適正管理対策

ア　部会委員会等運営事業（職域別の7部会と部会を

構成する委員会の運営など）

産業動物臨床，小動物臨床，家畜衛生，公衆衛生，

動物福祉・愛護，獣医学術等の各獣医師専門職の職

域に係る諸課題については，職域別の事業運営の会

議体機関である「部会」において効果的対応を図る

こととし，「基本方針」及び「基本指針」が規定す

る各政策課題の達成を念頭に各部会の委員会ごとに

①獣医事の向上対策，②動物福祉・適正管理の増進

対策，③獣医学術の振興・普及対策に係るそれぞれ

の検討テーマを定め，検討・協議の上，対処方針等

を「委員会報告」としてとりまとめ，本会及び地方

獣医師会による関係事務・事業の運営に逐次反映さ

せるとともに，獣医療の質の向上をはじめとする獣

医療・獣医学術関係施策の円滑な推進を図る上での

具体的方策等を関係機関・団体等に対し提言・要請

する．

なお，狂犬病等の共通感染症対策，学校動物飼育

等動物介在活動支援対策などの獣医事対策について

も本事業において協議・検討を進める．

イ 獣医師・獣医療倫理向上対策事業

高度専門職業人としての法令遵守をはじめとする

コンプライアンスの確保等獣医師職業倫理対策の推

進に資するため，「獣医師倫理綱領」，「動物臨床の

行動規範」，「獣医師会活動指針」等の普及・啓発に

努めるとともに，獣医師道委員会の議をへて集大成

した獣医師倫理関係規程集の獣医学系大学等におけ

る獣医師倫理教育課程における活用を推進する．

また，適正獣医療提供の確保に資することを目的

に獣医療に係る法定証明様式等の作成提供を行う．

ウ 動物福祉適正管理施策支援事業

（ア）動物適正管理個体識別登録等普及推進事業（マ

イクロチップによる所有明示のための個体識別措

置の普及と動物個体情報の登録・照会対応など）

動物愛護管理法が動物所有者の責務として定め

る「所有明示措置」の実施を支援し，「基本指針」

の趣旨を踏まえ動物の所有者の意識向上等を通じ

ての動物の適正な飼育管理とともに，飼育動物の

逃走・盗難，災害被災時の飼育者復帰の容易化を

図ることを目的に動物適正管理個体識別登録等普

及推進事業を実施する．

なお，本事業の実施に当たっては，本会と動物

愛護公益団体により構成する動物 ID普及推進会

議（AIPO）と連携し円滑な推進に努め，動物愛

護管理法が求める「所有明示措置」の普及・啓発

を図る．

また，東日本大震災被災対策として，大震災に

被災したことにより保護預かりなどの救護措置を

受けた救護動物のマイクロチップ個体識別による

登録の推進を本事業において支援する（登録申請

を前提とした保護預かり動物に対するマイクロチ

ップ個体識別に際しての個体識別器具と登録費用

の無償化）．

（イ）日本獣医師会日本動物児童文学賞事業

注：上記事業のうち，獣医学術振興対策を担う「獣医

学術部会」の所掌に係る部分は（2）のイの事業

として実施する．
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動物愛護管理法の趣旨に即し，次代を担う子供達の動

物福祉と愛護の精神の涵養に資するため，日本動物児童

文学賞事業により動物の福祉・愛護に関する文学作品を

募集し，入賞作品を審査・表彰・公表の上，作品の普及

に努める．

エ 獣医事対策等普及啓発・助言相談・情報提供対応

事業

（ア）普及啓発活動事業

世界獣医学協会（WVA）が提唱する「世界獣

医師の日」開催事業の趣旨に呼応し，「O n e

WorldhOne Health」の理念の実践による人と動

物が共存する豊かで健全な社会の構築（動物と人

の健康は一つ．そして，それは地球の願い．）」を

テーマに獣医療そして動物の果たすべき社会的役

割，また，動物の福祉と愛護精神の高揚について

の市民向け普及・啓発事業を「2011動物感謝デ

ー in JAPAN“World Veterinary Day”」として，

地方獣医師会，獣医学系大学，獣医学生団体の参

加を得て，獣医療・動物愛護・福祉・畜産関係団

体及び動物関連産業界の協賛・支援の下で10月

1日（予定）に開催するが，本年度の「動物感謝

デー in JAPAN」は，東日本大震災被災の事情を

踏まえ，緊急災害時における獣医療の果たす役割

（被災動物救護活動など）をサブテーマとする．

また，「動物愛護週間中央行事」の主催者構成

団体として参加するなどにより動物福祉・適正管

理対策の普及・啓発活動に努める．

（イ）助言相談事業（獣医療，獣医学術・教育，家

畜衛生，公衆衛生，動物薬事，動物福祉・愛護等

に関する市民，動物関連産業界，マスメディア，

その他関係機関・団体等からの相談等に対する対

応）

（ウ）情報等提供対応事業

a ホームページ，メールマガジン，プレスリリ

ース等による獣医事対策等に関する情報提供及

び広報活動

b 獣医師生涯研修用教材等の獣医学術専門教

材，動物適正飼育管理普及教材の作成及び提供

オ 獣医事対策等国内外連携交流推進事業

（ア）獣医事対策等を推進するに当たっての関係者

（関係省庁・大学等教育機関・関係団体・動物関

係産業界等）との連携調整及び会議の開催，関係

団体等の公益目的事業に対する後援・協賛・賛助

等による支援を行う．

（イ）世界獣医学協会（WVA），アジア獣医師会連

合（FAVA）等の獣医学術に関する国際機関・団

体に参加するとともに，その他の諸外国獣医師会

等の関係者と連携・協力による，獣医学術及び獣

医事関係情報の収集，交換等により獣医学術の国

内外との振興・普及に努める．

カ 獣医事対策等調査研究事業

（ア）現代新疾病の予防・診断・治療薬の実用化・

研究開発に係る臨床・生産現場での実用化推進調

査事業を前年度に引き続き事業主体から受託の

上，実施する．

（イ）①臨床獣医師を対象とした管理獣医師育成支

援のための獣医師研修，高度獣医療技術研修対策

推進のための公募事業，②動物適正飼養推進事業

などの動物の福祉適正管理対策に係る公募事業に

応募する．

（2）獣医学術の振興・普及及び獣医師人材の育成対策

ア 獣医学術学会事業（獣医学術分野別3学会の運営，

日本獣医師会獣医学術学会年次大会の開催，獣医学

術賞の選考・審査など）

「学会」については，これまでの4年に渡る論議

の経過を踏まえ本会の獣医学術の振興・普及及び獣

医師専門職人材の育成に関する事業運営を担う会議

体機関として改めて位置づけ，獣医学術に関する分

野別学会（獣医学術分野別3学会）の運営，日本獣

医師会獣医学術学会年次大会の開催，獣医学術賞の

選考・審査・表彰による学術業績評価に努めるとと

もに，地区制の下で地区単位で開催される獣医学術

地区学会との連携強化を図ることにより，本事業の

円滑な推進に努める．

なお，本年度の「日本獣医師会獣医学術学会年次

大会」は，北海道獣医師会との共催による北海道地

区開催とし，開催期間は平成24年2月3日から5日

までの3日間，会場は札幌市の「札幌コンベンショ

ンセンター」とする．

イ　部会委員会等運営事業（獣医学術部会関係．1の

（1）のアに前掲）

ウ 獣医学術振興・人材育成事業

（ア）日本獣医師会雑誌編集・提供事業（日獣会誌

の編集・発刊）

日本獣医師会雑誌（日獣会誌）については，獣

医学術の振興・普及とともに獣医事及び動物福祉

等に関する専門情報の提供．更には，獣医師専門

職をはじめ広く獣医療従事者の人材育成を担う学

術専門情報媒体としての整備を図ることとし，獣

医師専門職をはじめ広く獣医学術に対する社会の

多様なニーズに応えるべく，引き続き，①「論

説」，「総説」及び「解説・報告」の充実を図る一

方，②「診療室」，「意見」等のコラム・意見開陳

欄，更には，獣医学術論文の積極的投稿を呼びか

け，獣医療をはじめとする獣医事全般，動物の福

祉，野生動物保護を含む動物の適正管理など獣医
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学術に関する総合情報の提供媒体としてより魅力

ある誌面を提供する．

また，日獣会誌のうち学会学術誌については，

①産業動物臨床・家畜衛生関連部門，②小動物臨

床関連部門，③獣医公衆衛生・野生動物・環境保

全関連部門ごとに投稿された調査・研究論文の原

著，短報等を掲載し，獣医学術の業績評価により

獣医師専門職の人材育成に資するとともに，獣医

学術情報の広く内外への発信・提供に努める．

（イ）日本獣医師会獣医師生涯研修事業及び獣医学

術講習会・研修会事業

日本獣医師会獣医師生涯研修事業を地方獣医

師会はじめ，獣医学系大学，獣医学術団体等の協

力のもとで推進する．また，産業動物臨床・小動

物臨床・獣医公衆衛生等の学術分野別の技術講習

会，セミナー等の研修会を地方獣医師会，その他

獣医学術団体等の支援・協力の下で開催し，広く

獣医学術の振興・普及と獣医師専門職等の人材育

成に努める．

（ウ）獣医学術振興・調査研究事業

獣医学術に関する産業動物臨床，小動物臨床，

獣医公衆衛生各部門における獣医学術学会活動の

積極的展開に資するため，科学研究費（研究成果

公開促進費）公募事業に応募する．

2 収 益 事 業

公益目的事業の推進に資するために行う不動産の貸付

本会所有に係る基本財産（不動産）の貸付を不動産貸

付事業として行い，その適正運営を図るとともに，資産

の適正管理及び運用に努める．

なお，本会が区分所有する新青山ビルについては築

30年を迎えることとなるが，資産価値の維持・向上の

ための長期修繕工事に対処するための修繕特別積立てを

前年度に引き続き行う．

3 その他事業（相互扶助等の共益目的事業）

公益目的事業の推進に資するために行う獣医師の福祉等

の向上対策

ア 獣医師福祉共済事業

本会が契約者として実施する獣医師福祉共済事業

（獣医師生命共済事業，獣医師医療共済事業，獣医

師年金共済事業，獣医師賠償共済事業及び獣医師所

得補償事業）の円滑・適正な推進と普及に努める．

なお，特に，①保険契約内容を整備し，平成19

年度から新たに発足させた獣医師賠償共済事業（診

療施設契約・獣医師個人契約，狂犬病予防注射事業

契約）の加入の促進，②獣医師総合福祉生命共済保

険の加入率50 パーセント以上の確保については，

引受保険会社とともに地方獣医師会との連携，協力

関係のもとで会員構成獣医師等の福利厚生事業とし

て推進する．

イ 褒賞・慶弔等事業

「日本獣医師会褒賞規程」及び「日本獣医師会慶

弔等規程」等の関係規程に基づく褒賞・慶弔等事業

のほか，小学生等による動物愛護作品の優秀者に対

する褒賞については，「日本獣医師会動物愛護週間

関連行事褒賞規程」に基づき実施する．

また，大震災に被災した地方獣医師会（会員構成

獣医師）に対しては，被災状況を踏まえ事務機能復

旧，その他生活環境改善に向けた救援を行う．

4 そ の 他

蠢並びに蠡の1，2及び3に掲げた以外の事項で緊急

に対応する必要が生じた事項については，必要に応じ，

理事会等において協議等の手続きを経たうえで実施す

る．
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費
 

経
常
費
用
計
 

当
期
経
常
増
減
額
 

2　
経
常
外
増
減
の
部
 

（
1）
経
常
外
収
益
 

経
常
外
収
益
計
 

（
2）
経
常
外
費
用
 

経
常
外
費
用
計
 

当
期
経
常
外
増
減
額
 

他
　
会
　
計
　
振
　
替
　
額
 

税
引
前
当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額
 

法
　
　
人
　
　
税
　
　
等
 

当
期
一
般
正
味
財
産
増
減
額
 

一
般
正
味
財
産
期
首
残
高
 

一
般
正
味
財
産
期
末
残
高
 

蠡
．
指
定
正
味
財
産
増
減
の
部
 

（
1）
特
定
資
産
運
用
益
 

ア
　
特
定
資
産
受
取
利
息
 

（
2）
一
般
正
味
財
産
へ
の
振
替
額
 

ア
　
特
　
定
　
資
　
産
 

イ
　
特
定
資
産
受
取
利
息
 

当
期
指
定
正
味
財
産
増
減
額
 

指
定
正
味
財
産
期
首
残
高
 

指
定
正
味
財
産
期
末
残
高
 

蠱
．
正
味
財
産
期
末
残
高
 


